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 第２回大飯発電所に係る地域協議会議事録 

 

平成２９年８月３１日 

京 都 府 公 館 

レセプションホール 

 

○ 京都府前川危機管理監 

 定刻となりましたので、ただいまから第２回大飯発電所に係る地域協議会を開催させて

いただきます。 

 本来でしたら、出席者の御紹介をさせていただくべきところですが、時間の都合で、お

手元に配付の出席者名簿をもって御紹介に代えさせていただきたいと存じます。 

 なお本日は、原子力規制庁、内閣府、資源エネルギー庁、関西電力から御出席をいただ

いております。 

 それでは、山内副知事、進行をお願いいたします。 

○ 京都府山内副知事 

 今日は大変お忙しい中お集まりをいただきまして、ありがとうございます。大飯発電所

３・４号機を中心とする安全確保対策等についての御説明をいただこうということであり、

この大飯発電所に関しましては、８月１７日に関西電力と京都府及び各関係市町長との間

で安全協定並びに通報連絡協定を締結させていただくとともに、府と関係市町で地域協議

会を設置するということで、本日協議会を開催させていただきました。 

 大飯３・４号機の新規制基準の適合審査の内容はどうであったのか、そしてそれを踏ま

えて、関西電力がどのような安全確保対策をとっていただいているのかを確認させていた

だきながら、さらには、内閣府を中心とした避難計画のありようについての御見解をお聞

かせいただきながら、そして、資源エネルギー庁として、国策としてのエネルギー施策に

ついてのお考えについても御確認をさせていただきながら、より安全・安心な原子力防災

対策等を含めて万全を期していきたいと思いますので、本日はよろしくお願い申し上げま

す。 

 今回も各市町からお越しいただきましたし、関西電力からもご足労を願ったところであ

りまして、改めて感謝を申し上げたいと思います。そしてまた、各市町におかれましても

議会が始まっているところもあり、必ずしも首長に御参画をいただくことはできませんで

したけれども、住民の皆さん方のいろいろな御意見を踏まえて、忌憚のない御意見も承れ

ばと思っているところであります。 

 また、今日は、原子力防災専門委員の先生方にも御臨席をいただいておりまして、専門

的観点からの御質問等にもお答えをいただければと思っています。 

 それでは、本日はよろしくお願い申し上げます。 
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（１）大飯発電所３・４号機に係る新規制基準の審査結果について【原子力規制庁】 

○ 京都府山内副知事 

 最初に、先ほど申し上げましたように、大飯発電所３・４号機に係る新規制基準の審査

結果について、原子力規制庁からの説明をお願いしたいと思いますが、先般、７月６日に

高浜発電所に関する説明会において、規制委員会の田中委員長に御説明いただきました。

田中委員長には大変わかりやすい御説明をしていただいたと思っております。非常に専門

的で難しい分野がありますけれども、できるだけ住民の方々に御理解をいただけるような

わかりやすい御説明をぜひお願いしたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

○ 原子力規制庁西村地域原子力規制総括調整官（福井担当） 

 原子力規制庁、福井担当の西村と申します。よろしくお願いいたします。 

 今日説明させていただくのは、まず規制委員会について、それから新規制基準の概要、

また、大飯発電所３・４号機の審査結果、これは高浜の審査について皆様は一通り聞いて

いらっしゃいますので大飯の特徴的なところなどを説明したいと思います。あと、今後の

予定ということで説明させていただきます。 

 資料１の３ページをお願いします。まず、原子力規制委員会とは何かということですが、

これは東京電力の福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえて、その教訓に学んで、二度

とこのような事故を起こさないというために設置されました。 

 東電福島第一発電所事故を踏まえて推進と規制を分離するんだということになりました。

このうち規制委員会は、規制側になりますが、規制委員会は専門的な知見に基づいて中

立・公正な立場で独立して安全規制を実施することとしています。また、規制委員会は、

事故の発生を常に想定して、もうこれで十分なんだということではなくて、その防止に向

けて不断の努力をしなければならないという認識に立って、安全規制を実施するというこ

とを心がけております。 

 ４ページをお願いします。そういう観点で、東電の福島第一発電所の事故の教訓を踏ま

えて、新規制基準は、従来の基準から大幅に強化されております。これは後で内容の説明

をさせていただきます。大飯３・４号機は、この新規制基準に適合していることを確認し

ました。これも後で説明させていただきます。 

 結果として、大飯３・４号炉については、東電福島第一発電所の事故のような住民避難

等が必要になる事態に至る可能性は極めて低く抑えられていると、規制委員会としては判

断しています。 

 重大事故が発生し、炉心溶融が起きた場合の基準は、放射性物質の放出量が１００テラ

ベクレル以下となっています。これは、沈着して帰宅困難になってしまう原因物質である

半減期の長いセシウム１３７の放出量を１００テラベクレル以下にするという基準です。

これはどれぐらいのレベルかと申しますと、東電福島第一発電所の事故の１００分の１と

なっています。一方、大飯３・４号炉については、この基準の２０分の１である５．２テ
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ラベクレルというのが審査の結果として評価されました。 

 ３２ページをお願いします。審査とは別の機会に、自治体の皆様に参考になるというこ

とで、規制委員会で作ったグラフがございまして、これは先ほど申し上げました、基準で

ある１００テラベクレルが放出されたと仮定をして、放出源からの距離に応じた被ばく量

がどうなるかを示したものです。このグラフで示された値は、実際には幅があるのですが、

田中委員長が住民の皆様にわかりやすいようにと、中央値をプロットしたものになってい

ます。赤は何もしないで外に立っていた場合。緑は木造の建物に２日間退避して、その後

５日間は普通に生活をしたという場合。青は、コンクリートの建物で２日間退避して、そ

の後５日間は普通に生活したという場合を想定して、被ばく量を試算しております。縦軸

は被ばく量でして、単位はミリシーベルトになってございます。横軸は発電所からの距離

でございます。 

 一方、資料に記載はありませんが、大飯発電所についてもほぼ同じぐらいのセシウムの

放出量としては、５．２テラベクレルで、基準の２０分の１でございます。このグラフか

らいえることは、５キロ圏内、すなわちＰＡＺ内は距離によって相当被ばく量が落ちるこ

とから、あらかじめ避難することによって、効果が上がることが見て取れます。一方、５

キロ以遠、すなわちＵＰＺのところについては、避難をするというよりは、基本的には屋

内退避をしていただくということが効果的だと。というのは、東電福島第一事故の教訓と

いうのは、準備が不十分な避難により、多くの方が、普段と異なる生活等々から、亡くな

られたという非常に痛恨の極みですが、そういうことがありました。そういう意味では、

放射線による影響というよりは、避難そのものにより亡くなるという非常に大きなリスク

を避ける方が、大きな意味合いがあるということ。それから、量的にも、１ミリシーベル

トになりますが、非常に小さいレベルですので、屋内退避によって、プルームという放射

性物質が流れてくるものを体内に取り込んでしまうということを防止するのがよいのでは

ないかということが、この資料から見て取れます。こういったものを考慮して、避難いた

だければと思います。 

 それで、先ほど申しましたように、私たちは、今こういう審査をして一定の値であると

いうことを評価したわけですが、安全の追求には終わりはない。これは国会事故調から、

「いかなる分野でもゼロリスクは存在しない」と、「絶対安全と思った瞬間から安全を高

める力が萎えてしまう。」もうこれで安心と思った瞬間から、リスクについて考えなくな

ってしまうんですね。そういうことを配慮しなさいということで、私たち自身は、その安

全の追求に完璧や終わりはないという認識のもとで、常に規制基準の見直しを含むさらな

る安全向上に継続的に取り組んでいくつもりでございます。また、事業者においても、さ

らなる安全レベルの達成に向けた不断の取り組みを求めていきたいというふうに考えてご

ざいます。 

 東電福島第一発電所の事故の教訓とは何かということですが、これは７ページでござい

ます。地震によって外部電源が喪失しました。次に、津波によって持っている電源が全て
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使えなくなりました。結果として、冷却機能の停止、炉心が損傷し溶け落ち、水素が発生

して爆発をしてしまったということが起きました。 

 ８ページをお願いします。従来の基準では、重大事故の発生を防止するというところま

での基準しかございませんでした。今回は、ここの部分も強化しました。一部新設もして

います。また、いわゆるシビアアクシデント、重大事故の発生を想定して、冷やす、止め

る、閉じ込めるといった機能、これを求めるということを新たに要求しました。先ほど、

５．２テラベクレルと申しましたのは、格納容器、要は、燃料が溶け落ちて、それでも格

納容器で閉じ込めるのだという思想でございまして、ここまでいったとしても５．２テラ

ベクレルでおさまるということでございます。なおかつ、これを超えて放射性物質の放出

を想定したとしても、放射性物質の拡散をできるだけ抑えるための対策をとってもらうと

いうところまで、規制庁としましては強化をしています。 

 ９ページをお願いします。具体的には、従来重大事故の発生防止の対策までしかござい

ませんでしたが、この部分も強化し、一部新設しました。１つは耐震、地震の部分、津波

の部分を大幅に強化しました。それから、従来それぞれ求めていた発生防止のための機能

ですが、強化をしたり新設したりしております。 

 先ほど申し上げましたように、重大事故が発生した場合を想定して、冷やす、止める、

閉じ込めるということをする。それから、それを超えた対策として、放射性物質の拡散抑

制対策や航空機の意図的な衝突等のテロがあったとしても対応できるようにしておくとい

うことを求めてございます。 

 11 ページをお願いします。現在どういう状況かと申しますと、３つのことを求めており

ます。これは何かというと、設置変更許可というのは、基本設計に当たります。通常、建

物を建てるときは、まず、基本設計をします。そして、基本的な考え方を基にして、それ

を具現化すべく詳細設計をします。設置変更許可というのは、その基本設計に当たるもの

でございます。したがって、これを踏まえて詳細設計である工事計画が適切か審査します。

これはハード面の対策です。ソフト面の対策である保安規定についても適切か確認します。

それ以外にも、工事計画や保安規定は設置変更許可の内容より具体的な内容になっていま

すので、技術的な基準というのをもって、それに適合しているかということを確認します。 

 現在の状況は、設置変更許可については、今年の５月２４日に許可をし、工事計画を８

月２５日に認可をしたという状況でございまして、今、引き続き、保安規定変更の審査を

しているところでございます。 

 非常に基礎的なところになりますが、基準地震動という開放基盤面、非常に堅い地盤の

ところでの地震動を評価しました。 

 14 ページをお願いします。規制委員会の指摘を踏まえて、まず断層の深さ、これは浅い

方が震源が近くなるので、厳しくなります。これを当初４キロだったところを、原子力規

制庁からの指摘を踏まえて３キロと浅くなっています。それから、ここに断層があります

が、当初、事業者はここの、ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ断層の連動を想定しておりましたが、１
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５キロ離れて熊川断層がございます。通常、５キロ離れていると関連性がないと言われて

いるのですが、この関連性について必ずしも否定できないということで、三連動というこ

とを要求し、事業者の方は三連動に評価し直し、対応したと。それから、地震動を求める

ときにいろんな不確実性を踏まえて安全対策を見積もるわけですが、１．５倍等の裕度を

持たせた形で安全側に評価をしてもらいました。 

 15 ページをお願いします。その結果、当初申請では７００ガルでしたが、これに対して、

結果として８５６ガルとなっています。ガルというのは加速度でして、例えば車を急発進

するとグーンと後ろに押しつけられる感覚があろうかとは思いますが、それが加速度です。

また、ボールを落とすと、加速度１Ｇで落下するのですが、このときの加速度が９８０ガ

ルに当たります。 

 それと、いろんな調査をして断層面がどうかというのを調べるのですが、断層が必ずし

もはっきりしないような地震もございます。そういったものも考慮することとされており、

この点についても原子力規制庁から指摘し、結果として 15 ページの震源を特定せず策定

する地震動が選定されました。 

 16 ページをお願いします。津波についても指摘をし、若狭海丘列付近の断層と、隠岐ト

ラフ海底地滑りの組み合わせによる津波を設定したと。結果として、取水路の奥の津波高

さが６．９メートル、これに対して敷地高さが９．７メートルと高いので、津波の遡上は

ないと評価をしてございます。一方、海水ポンプのところというのは、津波高さが６．３

メートル、これは場所によって波の方向が違うので高さが違いますが、これに対して、海

水ポンプの標高が２．５メートルでございます。したがって、これは防護が必要だという

ことで、海水ポンプの場合に８メートルの防護壁を設け、また止水壁を設けて防護したと

いうことでございまして、結果としては、津波に対しては防護できているというように評

価してございます。また、引き波によって、水がなくなってしまう現象ですが、その場合、

水がなくなるとポンプが空回りして動かなくなってしまう。そのために海中に、貯水堰を

設置して、その水がなくならないよう対策をしたということを確認してございます。 

 17 ページをお願いします。自然現象について、竜巻等々いろんなことを確認しています。

それから、人為事象として航空機の落下、これはメカニカルトラブル等で落下をする確率

等々を見て、落下する確率が極めて低いという確認しています。その他いろいろなことを

確認してございます。 

 18 ページをお願いします。内部の火災に対しての防護がちゃんとできているか、そうい

ったところも確認しております。これは新しい基準ですが、内部溢水ということで、配管

やタンク等から水が漏れたときに、安全上重要な施設に悪影響を及ぼさないようにするこ

とを確認してございます。 

 19 ページをお願いします。電源の強化。これは、東電福島第一発電所の事故で、電源が

機能しなくなったということを踏まえ、いろいろなことがあったとしても、流動的に対応

できる電源車や、そういったものを複数いろいろなところに配置して、同時に電源がなく
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ならないようにするという対策を確認してございます。 

 21 ページをお願いします。重大事故になったことを想定しての対策として、原子炉を止

めるための対策です。 

22 ページをお願いします。万が一、既設の炉心への注水機能が機能しなかったとしても

可搬式の注水ポンプ等により冷やすための対策が採られていることを確認しました。 

24 ページをお願いします。万が一炉心の燃料が溶融し、炉心から溶け出たとしても、そ

の下に水を張り、溶融した燃料を冷やし、かつ、水素爆発が起きないように対策がとられ

ていることを確認してございます。 

 25 ページをお願いします。ソフト対策として、手順書の整備、訓練が実施されること

等々を確認してございます。 

 26 ページをお願いします。緊急時対策所については、今回３・４号炉から１００メート

ル以上離れていれば、同時に機能を損なわないと考えていますが、この緊急時対策所の設

置場所としては、２４０メートル、３７０メートル離れた場所の１・２号炉の中央制御室

の隣に設けるということを確認してございます。ただ、そこでの活動ができるのかと、プ

ルーム等が来たときに対応できるのかということについては、空気浄化装置の設置、電源

の確保、通信装置等があることを確認してございます。それから、外部の支援なしで、緊

急時対策所で１週間居続けられることを確認してございます。収容量としては、１０６名

が収容できるということを確認しております。この人数で事故に対応できるということを

確認してございます。 

 28 ページをお願いします。これは、万が一、格納容器も破られたときの対策として、放

水砲や大容量ポンプ等が設置されるということを確認しております。 

 29 ページをお願いします。大規模な損壊への対応もできるということを確認しています。 

 31 ページをお願いします。今後の予定でございますが、先ほど申し上げましたように、

保安規定の審査を進めて、適正であれば認可をする。それから、工事計画の認可をした後

に使用前検査というものを行いますが、それについては申請が既に出されておりますので、

今後、使用前検査により、必要な施設が設置されていることを厳格に確認していく予定で

ございます。以上です。 

○ 京都府山内副知事 

 ありがとうございました。少し包括的に、私のほうから聞かせていただいてよろしいで

しょうか。 

 まず、規制委員会としての基本的な立場を確認させていただきたいのですが、以前、７

月６日に田中委員長とお話をさせていただいたときに、田中委員長は、我々としては、福

島第一のような事故は決して起こさないと、そのような事故が起きるような計画は認可し

ないと、はっきりおっしゃったと思います。そうしますと、４ページのような３・４号機

の運転によって重大事故に至るような可能性は極めて低く抑えられているものと判断して

いるという言い方よりは、我々としては、審査をして認可をすることによって、それを決
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して起こさない、自信を持って審査をしたということをまず言っていただくことはできな

いのか、と思いますが、その辺はいかがですか。 

○ 原子力規制庁西村地域原子力規制総括調整官（福井担当） 

 今の規定では、おっしゃるとおり、委員長も申し上げましたように、東電福島第一事故

と同じような事故が起こるのであれば、認可しない、許可しないという思いで審査をし、

評価をしてございます。ただ、先ほど申し上げましたが、国会事故調で言われているよう

に、ゼロリスクはないということで、もうこれで安全だ、安心だ、もうこれ以上の事故は

起きないんだと思った瞬間に、もっと大規模な破損が起こったときの訓練はしなくなるだ

ろうし、しなくてもいいんだという思いや甘えを生むようになります。さらに、原子力規

制庁は、評価基準についても常にウォッチをし、改善をしていくつもりでおります。そう

いうことを踏まえると、極めて低く抑えられたという説明になってしまうということです。

ただ、原子力規制庁が評価した結果としては、福島のような事故は起こさないという思い

で評価をしてございますが、これが完全かと言われると、国会事故調のとおり、ゼロリス

クはないのだということ、そういう思いでやらなくちゃいけない。事業者のほうにもそう

いう思いで、その先のことまで、また防災のところもやらなくちゃいけないというような

ところで、こういう表現にさせていただいているところでございます。 

○ 京都府山内副知事 

 ありがとうございます。極めて低く抑えられているという言い方は、ちょっと物足りな

く感じてしまいます。極めて低いだけじゃない、そうではなくて、福島第一のような事故

は絶対もう起こさないのだと、そういった確たる姿勢で、原子力規制庁としては審査をや

っている。これは確かにおっしゃるように、全くゼロというのはあり得ないのかもしれま

せんけれども、これは常に、原子力規制庁の立場として、審査基準のさらなる知見を踏ま

えて、さらなる高みを超えていく、これは当たり前のことだろうと思いますので、それは

当然お持ちいただいて結構ですけれども、原子力規制庁としては、もう絶対起こさない、

そういった基準で審査をしたのだといったことを、やはり住民の皆様にもきちっと言って

いただけるといったことが、大事ではないかと思っておりますので、その辺もう一度よく

御検討をいただきたいと思います。これから住民の説明会等も開催しないといけませんが、

原子力規制庁としては、そういった確たる姿勢でやっていますと。田中委員長がおっしゃ

るように、福島第一原発の事故を起こすような、そんなことは決して基準として認めるこ

とはないですということを言っていただいたほうが、よほど説得力があると思いますので、

ぜひそういうことをお願いしたいと思います。 

○ 原子力規制庁西村地域原子力規制総括調整官（福井担当） 

 本庁にしっかり伝えて、検討したいと思います。 

○ 京都府山内副知事 

 よろしくお願いします。 

 それと、あと幾つかだけ。基本的なことで恐縮ですけれども、やはり非常にわかりにく
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いのは何かと言いますと、いろいろな工事対策を講じて、大飯の場合も７日間で約５．２

テラベクレルに、とどまるとおっしゃるわけですね。一方、高浜の場合は、５．２ではな

くて４．２テラベクレルでした。この差は何で出てくるんでしょう。 

 それから、これはベクレルというのは、放射能の強さですよね。その一方、最後の表で、

これは非常にわかりやすいものだと私は思いますが、これはシーベルトなんですよ。シー

ベルトというのは一体何かというと、人体に与える影響の度合いですよ。ですから、放射

能の強さと、それから人体に与える影響のシーベルトとの関係が、素人目には非常にわか

りにくいです。それで、避難計画は、我々が即時にいろんな対応をとっていく、各市町に

おいてもそうですが、シーベルトの基準でもって対応する。人体にどんな影響があるかに

よって、避難計画の度合いが変わってくる。これは、ある意味で当たり前の基準だと思う

んですけれども、このテラベクレルとシーベルトというのを、これはこういう観点でこう

いった形で整理をしていて、それがシーベルトとはどう関連をしてくるのかというところ

が非常にわかりにくいという気がいたしますので、その辺をぜひわかりやすく一般の方に

御説明していただけるように努力をしていただければと思いますが、その辺はいかがです

か。 

○ 原子力規制庁西村地域原子力規制総括調整官（福井担当） 

 確かにわかりにくいと思います。実は、なかなか、放出量から人への影響というのは、

気候だったり風向きだったり、先ほど申しましたように、どこにいるのかということで変

わってくるので、なかなか基準の中でシーベルトというのは入れにくいのです。１００テ

ラベクレルというのは何かというと、これは東電福島第一の事故の１００分の１でして、

１００分の１になると帰宅困難区域が発生しないということ、そういう観点で１００テラ

ベクレルになってございます。これは、ヨウ素は半減期が短く、すぐ減りますが、セシウ

ム１３７は半減期３０年でなかなか減らない。したがって、こういう長い半減期のものを

基準にして帰宅困難区域を出さないという観点で、１００テラベクレルという基準を設け

てございます。それに対して５．２テラベクレルというのは２０分の１なので、相当小さ

いというところでございます。よりわかりやすく説明したいと思います。 

○ 京都府山内副知事 

 それともう一つは、大飯の場合は５．２テラベクレルでございます。ところが、高浜の

場合は４．２テラベクレルと言っているわけです。そうすると、大飯と高浜で１テラベク

レル違いますが、それはどの程度の違いなのかというのはわからないわけですよ。４．２

テラベクレルと５．２テラベクレルというのはどんな違いですか。 

○ 原子力規制庁西村地域原子力規制総括調整官（福井担当） 

 基本的に基準は１００テラベクレルでして、なぜこういう違いがあるかというと、規模

の大きさの違いから放出量が違うと。対策としては基本的に同じ対策をとっておりますの

で、規模の大きい分出る量が大きいということで、この値の違いが出てきていると考えら

れます。それに対しては、１００テラベクレルより十分小さいというところで、規制基準
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に適合しているということでございます。 

○ 京都府山内副知事 

 そうしますと、大飯の場合は５．２テラベクレルだけれども、高浜の場合は４．２テラ

ベクレルでも問題がない、それぞれが問題ないということをきちっと御説明をいただかな

いと、これが何で違うのか、まず簡単に数字を比べたときに疑問に思いますので、それを

きちっと御説明をしていただくようにお願いしておきたいと思います。 

 それから、シーベルトでも、今度はマイクロシーベルトという言葉が出てくるわけです

よね。これも非常にわかりにくいですけれども、１シーベルトのさらに百万分の１ですよ

というようにおっしゃるわけですけれども、そしたらマイクロシーベルトといったもので

数値を使って、これが人体の影響を左右するということになっていきますと、そのマイク

ロシーベルトというのは、一体どの程度になると、どの程度の人体影響を及ぼすのかとい

うことをわかりやすく、お示しいただくような資料があれば、ぜひ教えていただきたいと

思います。多分、これぐらいの数値になってくると、あまり差異はないのかもしれません

が、人間が１年間生活をしていると、一体どれぐらいの影響を受けるのか。我々が避難行

動を起こしたりするときに基準になってくる２０マイクロシーベルト、これが基準ですよ

ね。だから、２０マイクロシーベルトというのは、一体人間が自然界から受けているシー

ベルト影響と比べて、どんな位置づけにあるのかと。例えば、Ｘ線の診断検診でＸ線を胸

に受けたときには、一体どれぐらいのシーベルトを実際受けて、そしてそれに対してこの

避難計画で行動を起こす、２０マイクロシーベルトというのは一体どの程度の影響を及ぼ

すのかというのが、この値を基準にしますので、これをきちっと説明をしていただかない

と。非常に基本的なところですけれども、そういったところをきちっと積み上げていくと

いうことが、皆さんの御理解を得るために大事だと思います。私が知る限り、調べた限り

では、胸のＸ線撮影の診断検診では５０マイクロシーベルトぐらいの被ばく量はあるとい

うわけですが、それからすると低いわけですので、２０マイクロシーベルトぐらいから、

避難行動を起こしていくということになりますと、それはどういった位置づけで基準を置

いているのかというのがわかってきます。そういったことをまず、この資料の前提として

きちっとお示しをいただいて、なるほどそういった影響で避難行動を開始するのかという

ようにして御理解がいただけるように、ぜひ資料を追加して説明をしていただければと思

います。 

 それから、大飯で問題になった３連動の、いわゆる活断層の連動の話ですけれども、こ

のときには、ガルという単位をおっしゃるわけですよ。ガルというのは一体何なのか。ガ

ルというのは、地震の揺れの強さということになるのでしょうか。もともと、審査基準で

は７００ガルだとおっしゃっていたのを３連動で８５６ガルに強化をしました。それで、

その評価基準をきちんと守っているとおっしゃっているわけですけれども、この８５６ガ

ルというのは、７００ガルというのは、我々で認識しやすい概念でいきますと、震度でい

うと、震度５強から７が７００ガルだ、一応我々としたら何とか理解しているわけです。



 - 10 - 

それに対して８５６ガルというのは、震度でいうと一体幾らですか。 

○ 原子力規制庁西村地域原子力規制総括調整官（福井担当） 

 そういったところも配慮しながら、住民の方に説明したほうがいいということを認識し

ました。本庁にもよく伝えて、わかりやすい説明にしたいと思います。 

○ 京都府山内副知事 

 関西電力がもともと提出をされていた７００ガルというのが、震度５強から７までが大

丈夫ですよという基準でお出ししていた。ところが、３連動をすると８５６ガルまでいく

という形で原子力規制庁が審査基準を高められた。それを一応クリアしたとおっしゃって

いるわけですので、ガルという単位で審査をされるのでしょうけれども、一般の方がよく

わかるのは、これは震度一体幾つだったのかというのを説明していただきますと、なるほ

どじゃあ震度６なのかとか７なのかとかいうのはわかりますので、そういったもので詰め

をきちっとやっていただくことが、私は地域の住民の方々の御理解をいただくために必要

なことではないかと思います。 

 先般の田中委員長には、そういった専門的な単語をなるべく一般の方が御理解しやすい

ような説明をぜひお願いしたいと申し上げたつもりですけれども、言い方としてもそうい

ったところを十分気をつけていただいて、一般の方の御理解をいただけるような御説明に

変えていただければありがたいと思っています。 

 それから、申請基準で幾つか追加をされた基準がございますけれども、まず、津波に対

する防護壁ですね。防護壁については、これはもう完成をしているということで理解をし

てよろしいのかと思うのですが、また教えてください。 

 それと、まとめておきますが、緊急時対策所の御説明がありました。緊急時対策所を設

置する、これは審査基準の１つだったと思います。私の記憶では、免震事務棟の設置の基

準もあったように思うのですが、原子力規制庁のほうで、再稼動までに、免震事務棟まで

はつくらなくてもまだいいですよとおっしゃったのですか。何がどこまで必要だというこ

とでしょうか。緊急時対策所は必要だった。一方、免震事務棟については、どういう立場

をおとりになりましたか。 

○ 原子力規制庁西村地域原子力規制総括調整官（福井担当） 

 基準の中には、緊急時対策所の設置を義務づけておりまして、それ以外の免震事務棟と

いうのは義務づけていません。それで、緊急時対策所で必要な人数を収用でき、対応でき

るということを確認しており、なおかつ、それが地震にも耐えるということを確認してご

ざいますので、基準としてはそこまでです。ただ、大飯発電所には、さらに別のところに

こういう地震に耐える、耐震設計の緊急時対策所を今後つくって、免震事務棟もつくると

聞いてございます。 

○ 京都府山内副知事 

 そうしますと、緊急時対策所については、当初はとりあえず、何メートルか離れたとこ

ろに設置をして、電源等も確保さえすればいいと。それには耐震性はなくてもよいのです
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か。 

○ 原子力規制庁西村地域原子力規制総括調整官（福井担当） 

 緊急時対策所は、先ほど言った基準地震動に耐えるという基準になっております。地震

に対する耐え方としては、耐震設計か免震設計かは問わないんですね。規定基準は、基本

的には、ある地震に耐えるということを要求しておりますので、耐え方として免震であろ

うと耐震であろうと、どちらでも構わないのです。一方、免震でできるのかどうかという

のは、これは他の発電所の例ですが、中にいる職員が一定以上被ばくしないというために、

壁を相当厚くしなければなりませんでした。結果としては建物が重くなって、なかなか免

震で耐えるという説明ができず、断念したケースがございました。場所によって、距離に

よって、震度によって違うので、一概に言えませんが、どちらを採用するかというのは、

業者が決めるものであって、原子力規制庁としては、一定の地震に耐えるということを確

認するということでございます。 

○ 京都府山内副知事 

 そうしますと、関西電力や原子力規制庁が要求している、免震事務棟でしたか。新しく

現在整備をされていますけれども、こういったものは必須要件ではないわけですね。 

○ 原子力規制庁西村地域原子力規制総括調整官（福井担当） 

 はい。そこは、必須要件ではなくて、緊急時対策所、あとその、工事計画認可後に、特

定重大事故対処施設として、航空機が落下したとしても対応するための施設を要求はして

いますが、人がいる、人が詰めている場所としての免震事務棟というのは、審査基準の要

求ではございません。 

○ 京都府山内副知事 

 はい、わかりました。一方、そんな基準ではありますが、関西電力としては、免震事務

棟もつくって、それから待機所をつくられるというように聞いていますので、原子力規制

庁の指導なのかと思っていましたけれども、そうでもないということですか。 

○ 原子力規制庁西村地域原子力規制総括調整官（福井担当） 

 原子力規制庁の指導ではないです。ただ、東電福島第一発電所の事故のときに、当時の

吉田所長が、免震事務棟があって助かったみたいなことをおっしゃっているという話を聞

きました。事業者の方々はそういったところをつくろうとされているのではないかと思い

ます。これは、私が説明するよりは、関西電力から聞かれたほうがよいかと思います。 

○ 京都府山内副知事 

 そうしますと、あとは、テロ対策等を含めてですけれども、自然災害の対策でも、いわ

ゆる突風が吹いて、物が飛んできたときに防護するというのを、この間、高浜でもきちん

とやっていらっしゃいましたけれども、それは、こちらの基準ですか。 

○ 原子力規制庁西村地域原子力規制総括調整官（福井担当） 

 物が飛んできて防護するというところについては、竜巻により重いものが巻き上げられ

て飛んでくるということもありますので、竜巻対策ということを要求してございまして、
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結果として、必要なところには、壁ないしは網によって防護するという形がとらえており

ます。 

○ 京都府山内副知事 

 あと一つ。関西電力の現場へ行って見させていただきますと、土砂崩れの対策を相当さ

れていらっしゃいます。いろいろな自然災害が起こって地震があったとしても、土砂災害

等によって原発の影響を受けないようにという、そういう基準だろうと思いますが、これ

は原子力規制庁の基準ですか。 

○ 原子力規制庁西村地域原子力規制総括調整官（福井担当） 

 斜面の安定性というのを求めておりまして、地震、雨等で崩れてきて、安全上重要な施

設が壊れてしまう、そういうことはあってはならないということで、規制基準として求め

ております。 

○ 京都府山内副知事 

 ありがとうございました。このように実際にこれを読んでいると、なかなか非常に難し

いです。最先端の国際的知見も踏まえて規制基準をつくったとおっしゃっているので、素

人にはわかりにくいことですけれども。他に何か御質問ありますか。 

○ 京都府三島原子力防災専門委員 

 確認ですが、32 ページの図で、屋内退避が有効だという説明をされたと思うんですけれ

ども、その趣旨は結構だと思います。 

 ただ、数値がミリシーベルトという単位で、線量評価の結果が出ていますけれども、こ

れは同心円状に拡散した場合と、プルームの一定方向に、ある方向にだけずっと風が吹い

て、そこに人がずっと居続けた場合とで、線量の結果が随分違うと思います。この図の評

価は、どういう仮定で試算されたのでしょうか。 

○ 原子力規制庁西村地域原子力規制総括調整官（福井担当） 

 平成２６年５月２８日に原子力規制委員会において、試算をした結果を諮って、それを

見て、田中委員長がわかりやすくまとめられたと思いますが、このときの試算というのは、

１年間のデータ、８７６０通りございますが、その中から、気象条件に偏りがないように

２４８通りのサンプリングをして計算した結果でございます。そういう中で、試算した結

果としては、ばらつきがあるのですが、この値は、その中心値をプロットしたものになっ

てございます。 

○ 京都府三島原子力防災専門委員 

 そうしますと、仮定によっては増える場合もあるし、もっと平均的には低い場合もある

と。ここで説明されたのは、ＵＰＺ、ＰＡＺの説明のために示したということですか。 

○ 原子力規制庁西村地域原子力規制総括調整官（福井担当） 

 おっしゃるとおりです。もともとの趣旨は、自治体の方々が避難計画を策定するときに

参考にしてもらおうということで規制委員会が作成したものでして、当時の資料は、９

５％、非常にばらつきがあるので、９５％のばらつきの範囲を線で示した形にして見せて
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おります。先ほど申し上げました２６年５月２８日の委員会の資料を見ていただくと、よ

り正確な内容がわかります。住民の皆さん用にということでわかりやすくするため、こう

いう中心値の値を持ってきたものでございます。 

○ 京都府山内副知事 

 その他に何かございますか。 

 できれば、次の関西電力側の対策と一緒に、それを確認する形で御質問いただければと

思いますので、では、関西電力からお願いします。 

 

（２）大飯発電所３・４号機の安全対策について【関西電力株式会社】 

○ 関西電力豊松取締役副社長執行役員・原子力事業本部長 

 関西電力の豊松でございます。本日は貴重なお時間、まことにありがとうございます。 

資料２の３ページ、破砕帯調査についてです。地震動を決定する前に、この破砕帯とい

う問題がありました。破砕帯というのは断層で、これが動くのか動かないのかということ

が大きな問題になりました。３・４号機の横を図のように横切っています。これが将来活

動する可能性のある断層かどうかということを確認するために、約７０メートル×約５０

メートル×深さ約４０メートルのトレンチ（調査溝）を、この断層の破砕帯が出てくると

こまで掘りました。そうすると、図のような層が確かにありました。これが、いつ動いた

のか。最近動いているとすれば活断層ですので、規制要件をクリアしません。この破砕帯

をずっと見ていくと、途中で上が切れており、堆積層があります。この堆積層がいつでき

た堆積層なのか火山灰を調べますと、約２３万年前にできた堆積層でした。もし、この破

砕帯が２３万年前よりも新しければ、この堆積層に変位、変形を与えているはずです。し

かし、変位、変形を与えておらず、破砕帯は２３万年以前の古い断層であり、将来活動す

る可能性はないということが証明できました。 

 ４ページ、基準地震動についてです。我々は、当初、図中の断層は３連動しないと考え

ていましたが、先ほどの原子力規制庁からの御説明のとおり、より安全側に考慮するため、

３連動とするということや、断層上端の深さをより浅く考えるということによって、厳し

い数字を出しています。この厳しい数字でも、発電所が耐えられるように耐震強化をした

わけです。したがって、この値が高いということは、それだけ耐震強化が高くなっている、

そうでなければ許可されない、と考えていただいてよろしいかと思います。 

 ５ページ、地震対策についてです。具体的には、図のように、配管のサポート鋼材など

を取り替えて強化したことや、配管のスナバをさらに新しい強いものに変えました。高浜

発電所では約８３０箇所でしたが、大飯発電所では約１２００箇所、すなわち徹底的に耐

震を強化したと考えています。 

 ６ページです。基準地震動の最大加速度が８５６ガルとすると、斜面が崩れてくるとい

う可能性があります。そのため、山をかなり削り、図のように土砂が落ちてこないという

対策をとりました。これも、高浜発電所よりも多くの箇所で対策を行っています。 
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 ７ページ、津波高さについてです。津波は、先ほど原子力規制庁から御説明があったよ

うに、図中に示す断層が動くことによって津波が発生してやって来ます。本来、紫色の線

のところしか断層は見つかっておらず、しかも離れています。したがって、本来は約３８

キロの断層を想定したらよいだろうと考えられるのですが、これもかなり安全側に、赤色

の破線で示すように９０キロの断層を仮定して、津波評価高さを６．３メートルとしてい

ます。 

 ８ページ、津波対策についてです。主要な建屋は敷地高さ９．３メートル以上にあり、

津波対策の必要はありませんが、海水ポンプエリアのみ津波評価高さが敷地高さを上回る

ため防護壁を設置しています。また、防波堤をかさ上げし、津波の影響を軽減しています。 

 ９ページです。これは自主的にですが、９．５メートル以上の場所にあるディーゼル発

電機について、１５メートルの津波が来ても大丈夫なように対策を打ちました。これは、

福島第一原子力発電所の事故後に行っていますが、実質的には、先ほどの想定の津波では

ここまで水は来ませんが、こういう対策や水密扉で機器を守る、これは津波対策としては

自主的な対策であり、規制基準によるものではないと考えています。 

 10 ページ、緊急時対策所についてです。先ほど御質問がありましたが、緊急時対策所は、

現状では１、２号機の間にある中央制御室の後ろに設置しており、事故時の指令施設とし

て所長等が来て指令するわけです。その下には、約４０名ほどが待機する場所もあります。

これが現状であり、これで新規制基準を満足しています。耐震それから津波に耐えること、

それから７日間ほど居留できる、すなわち放射線の遮蔽があることや、食糧がある、電源

があることなどが担保されているということが規制基準の要件です。さらに、規制基準の

要件によるものではありませんが、事故が起こったときには長時間待機する者もいますの

で、待機要員がいる場所も設置しており、研修館やおおいり館で計約５００名ほどが待機

できるようになっています。将来的には、後ほど説明しますが、緊急時対策所を図の斜線

部分に移設し、新たなものをつくろうとしています。さらに、先ほど御質問がありました

免震事務棟もつくりますので、さらなる安全対策ということになります。どのようなもの

をつくるかは、後ほど説明いたします。 

 11 ページ、内部溢水対策です。建屋の中でタンク等から水が漏れるとか、スプリンクラ

ーが作動するというときに、重要な機器が水で影響を受けてはいけないということで、止

水対策を設けたり、排水設備を設置したりと溢水対策を規制基準として行っています。さ

らに、建屋外でも、山の近くにタンクがあり、このタンクが何かの要因で破損したときに、

この水が流れ下りてきて、発電所側に影響することを避ける必要があります。このために

立坑を掘り、水は排水トンネルを通り、外へ出ていくようにしました。この水は純水です

ので放射能は関係ありません。このような溢水対策も新規制基準として行っています。 

 12 ページです。火災対策は、まず検知するということで、煙感知器約４５０個、熱感知

器約７００個、炎感知器約３５０個を追加設置し、さらに火災を感知したときに消火する

ためのスプリンクラーを約２０００個、それからハロン消火設備、これは空気を遮断する



 - 15 - 

消火器ですが、これをつけています。また、ケーブルに耐火シートを巻いています。ちな

みに、高浜１・２号機で説明したときに、非難燃ケーブルなので難燃ケーブルに変えると

いう説明をしていましたが、大飯３・４号機はもともと難燃ケーブルですので、そのよう

な対策は要らないということです。これらは高浜３・４号機とほぼ同じ対策です。 

 13 ページです。さらに、森林火災が発電所に影響しないように遮断する防火帯を設けて

います。図の黄色い部分の幅は１８メートル以上あり、外の森林火災が内部に影響しない

よう対策を行っています。これも高浜３・４号機と同様の対策です。 

 14 ページ、これが先ほど御質問があった竜巻対策です。北陸地方における過去最大風速

は６９メートル毎秒程度ですが、１００メートル毎秒を想定しています。この竜巻で色々

なものが巻き込まれて、飛来物が当たります。ポンプが損傷してはいけないということで、

従来左図のような状態でしたが、３重の金属ネットで防護することにより、今、排水ポン

プは右図のような形で防護されています。さらに、トラックなども風で飛ばないように、

奥深くアンカーを打ち、縛るなどの対策を行っています。これも高浜３・４号機と同等の

対策です。 

 15 ページ、土石流対策です。大飯４号機の南西に渓流があり、雨がたくさん降ったとき

に土砂災害を起こす可能性がゼロではないということから、４号機側に土砂が行かないよ

うに、堰堤でとめるという、土砂災害用の防護壁を設けています。これは高浜３・４号機

にはなく大飯３・４号機特有の対策です。 

 16 ページ、電源の確保です。対策としては高浜３・４号機と同じです。既存の電源であ

る送電線、ディーゼル発電機、バッテリーに対して、空冷式発電機２台、電源車２台、を

追加設置していますので、仮にディーゼル発電機やバッテリーが故障しても問題ないよう

になっています。実際は、これらも耐震補強していますので故障はしませんが、こういう

対策を行っているということです。 

 17 ページ、冷却手段の確保です。既存の色々な冷却ポンプがありますが、耐震強化をし

ており、まず故障はしませんが、仮に故障しても問題ないように、さらなる代替の低圧注

水ポンプや、可搬型のポンプを配備しています。また、大容量ポンプや送水車を追加配備

し、海から海水をもってこられるようにするなど、多段な防護体制をとっています。 

 18 ページ、格納容器内の水素対策です。我々の発電所の格納容器は福島第一原子力発電

所のものより格段に大きいため、仮に水素が発生しても福島第一原子力発電所事故のよう

に水素濃度は上がりませんが、水素を減らす装置や水素を燃やす装置を設置し、水素濃度

が上がらない対策を行っています。これらは高浜３・４号機と同等様です。 

 19 ページ、先ほど質問がありましたが、仮に炉心損傷を想定した場合の放出放射能量５．

２テラベクレルについて説明します。 

 色々なポンプが多重にあり、耐震強化もしていますので、炉心損傷は起こりませんが、

それでも厳しい事故を想定するということで、このポンプが全部故障してしまうというこ

と、事象としては、１メートルぐらいの大きなステンレス配管が完全破断し、さらに余熱
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除去ポンプや高圧注入ポンプ、格納容器スプレイポンプも全て作動しないということを仮

定して、著しい炉心損傷に至る事故を仮定します。この場合でも、外にある仮設の大容量

ポンプで、格納容器の冷却設備に水を流す対策ができており、環境に放出される放射能量

はセシウムで約５．２テラベクレル、基準上の１００テラベクレルの２０分の１、福島第

一原子力発電所事故で実際起こった推定値の１０００分の１以下という試算です。１００

テラベクレルのセシウムが放出されたとしても、５キロメートル以遠で帰還できない土地

は発生しない、つまり、福島第一原子力発電所のように帰還できないような土地が広域に

発生するようなことはないということは確認されており、５．２テラベクレルはそれより

小さいということですので、屋内退避で十分対応できるというのが現実です。このような

事象が起こる可能性はほとんどありませんし、ほとんど起こらないことが起こったことを

仮定しても、この程度に収まるということですので、福島第一原子力発電所相当の事故は

起こらない、絶対に起こらないと考えています。 

 20 ページ、重大事故発生時の対応体制についてです。本店対策本部が美浜にあり、オフ

サイトセンターで自治体に協力しています。各発電所には対策要員が２４時間体制で正月

も６４名が張りついており、さらに、いざとなれば４００名ほどが駆けつけるというのが

発電所の体制です。また、メーカーの方が２４時間以内に約５００名対応する、協力会社

の方も２４時間以内に約１５０名駆けつけるという内容で、これは契約をしています。こ

のような体制を敷いており、事故時にはすぐ対応できるようになっています。 

 21 ページ、発電所における緊急時対応体制の強化についてです。大飯３・４号機であれ

ば、３号機、４号機で同時に事故が起こるということも想定して、３号機用、４号機用に

それぞれ対応要員を張りつけています。つまり、３号機で事故が起こって、連続して４号

機で起こったときも対応できるような体制を敷いています。 

 22 ページ、教育・訓練の充実・強化についてです。これまで説明したように、設備は徹

底的に強化していますので、あとは訓練が大事だと考えています。訓練の指揮者は、やは

り色々な理論をわかっている必要があり、本当に厳しい事故が起こったときプラントがど

うなるかという教育も受けなければなりません。こういう知識教育を一生懸命しています。

それから、今回設置した色々な追加防護施設がありますので、その防護施設についても教

育するということが必要です。したがって、指揮者の訓練、それから運転員の訓練、緊急

時対策要員の電源供給や給水の訓練、こういった訓練をする必要がありますので、年間約

５００人程度を対象に、延べで１０００回ぐらいの個別訓練を行い、その上で総合的な訓

練を行っています。 

 23 ページ、個別訓練ですが、例えば、大容量ポンプで海水を供給する長期にわたる事故

を想定して燃料を補給する、また可搬のモニタポストを設置する、代替注入用のポンプの

水を原子炉へ注水する、こういう個別要素を徹底的に訓練しています。そして、24 ページ

のとおり、福井県の防災訓練では、自治体も含め、全体訓練を年１回程度行い、総合的な

防災体制がとれるかという訓練を実施しています。 
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 25 ページです。以上のように、設備面の充実は随分できたと思っています。さらに新た

に入った設備がありますので、ソフト面でもきちんと運用できるように訓練を繰り返すと

いうことが重要な点と考えています。 

 さらに、先ほど原子力規制庁から御説明もありましたが、継続的な安全性を高めていく

という努力が必要ですので、技術的な安全性向上を継続的に図っていきたいと考えていま

す。 

最後に、先ほど質問がありましたが、緊急時対策所と免震事務棟について説明します。 

 今、大飯１・２号機の建屋の中に緊急時対策所がありますが、平成３０年に新たに緊急

時対策所を設置します。約７５０平米、最大約２００名が入れるような対策所で、空気ボ

ンベや、電源、通信設備などを備えたものをつくります。さらに、その横に、より多くの

作業員が休息したり交替できたりするように免震事務棟を、これは新規制基準とは関係あ

りませんが、つくることとしており、これも平成３０年にできます。新規制基準上は、先

ほど説明したように、今は大飯１・２号機の中央制御室の後ろに、この緊急時対策所があ

るということです。 

 さらに、先ほどもありましたように、テロ対策などのときに原子炉を他所からも運転で

きるよう、運転中央制御室があり、ポンプがあって水があるという別建屋を新たに、工事

認可から５年後に設置するということで工事を進めているところです。私からの説明は以

上です。 

○ 京都府山内副知事 

 はい、ありがとうございました。今、原子力規制庁並びに関西電力から、具体的対策等

について御説明をいただきましたが、何かございますか。 

○ 京都市植村副市長 

 京都市でございます。私どもは、今回の大飯から地域協議会に参加して話を伺う立場で

ございますが、ちょっとよくわからないということで、教えていただきたいのが、資料１

の放射性物質の拡散を抑制する対策についてです。当然、我々自治体としては、起こって

もらったら困るのですが、要は放射性物質が出てしまったときが、非常に問題なわけです

ね。そういう意味でいくと、放射性物質の放出を想定されたときに、できるだけ抑えるた

めの対策ということで、今、２８ページに書いておられることについて、我々としては当

然、原発のプラントの中で話が収まっていれば、状況がどう変わるかということで、非常

に心配であるわけですが、原発から出てしまう事態の後が非常に大変なことなので、この

拡散を抑制する対策によって、どんな効果があるのかというのを理解することが必要です。

当然に想定どおりになるわけではないかもしれませんが、大容量ポンプ及び放水砲の放水

設備により敷地外への放射性物質の拡散を抑える対策等により、どんな効果があるのか。

そういうことを理解しておくというのが、物事の前提なのかと思います。そういったとこ

ろが重要ではないでしょうか。 

○ 原子力規制庁西村地域原子力規制総括調整官（福井担当） 
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 例えば、東電福島第一原発事故のときでも経験されたと思いますが、雨が降ったときに、  

放射性物質が地面に沈着するという現象が起きました。すなわち、雨が降ることによって、

もろもろ出てきた放射性物質は落ちるということがわかっています。したがって、大容量

の放水というのは、雨以上に大量に水を降らせるので、効果としてはそれ以上にあるだろ

うと考えられています。また、シルトフェンスについても、効果をはっきり何％だという

ことは申し上げられないのですが、できる限りの対策ということで、シルトフェンスなり

吸着剤を設置することによって、海上への放出というものを相当程度抑制できるのではな

いかと考えています。 

○ 京都市植村副市長 

 要は、予防的に避難を行うということですが、当然そこで住民生活は終わるわけではあ

りませんので、元の土地に戻らないといけないわけです。そうすると、実際にこのような

対策が、放射線の影響という意味でどこまで効果を、特にＵＰＺでどんな意味をもたらす

かということは、住民への理解、説明という意味では非常に大きい部分と考えます。例え

ばこれくらい低減するということが分かっていると、想定されている手順で対策が打たれ

れば、これぐらいの効果はあるということを、住民に冷静に理解いただくことにつながる

のではないかと思います。そのあたりが何か工夫がさらにないのかなと思うところであり

ます。 

○ 原子力規制庁西村地域原子力規制総括調整官（福井担当） 

 そういう意味では、先ほど申し上げましたように効果は確認していないので申し上げら

れないですが、今おっしゃったことは本庁に伝えて、さらに努力してほしいということで

伝えておきたいと思います。 

○ 京都府山内副知事 

 今、植村副市長がおっしゃったのは、どちらかというと、避難計画にも相当かかわって

くるところに段階が移っているという気がします。その他、原子力規制庁と関西電力の対

策で、専門家の先生方から何か御意見がございましたら。 

○ 京都府笠原原子力防災専門委員 

 以前、高浜の際に説明を色々と受けましたが、規制委員会での審査について、確認させ

ていただきたいと思います。１つの発電所について、審査項目というのは、すごくたくさ

んあるように思いますけれども、それは何名程度の委員さん方が携わって、１つの各項目

について評価するというのを、複数の目でするのかどうか。あるいは、最終的には全員で

最終評価をすることになると思いますが、その審査の考え方というのはどのような方法で

されているのでしょうか。 

○ 原子力規制庁西村地域原子力規制総括調整官（福井担当） 

 審査体制は、それぞれ分野ごとの担当に委員に入っていただき、基準地震動の評価をす

るグループ、それからシビアアクシデントという、重大事故対策は適切かという確認をす

るグループ、また、有効性の評価をするグループ、それから、工事計画や揺れに対して耐
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えるのかという確認をするグループで構成されていて、なおかつ、原子力規制庁は研究部

門も抱えておりまして、必要に応じ研究部門からの人も入り審査をしております。結果と

しては、これらグループが集まり２０名以上の職員が１チームとして構成され、それが５

チームあって、様々な審査をしておるわけです。そのうちの１つのチームが大飯の審査に

当たっています。 

○ 京都府笠原原子力防災専門委員 

 ありがとうございます。さらに質問させていただいてよろしいですか。 

 最初の説明の中で、中立ということを前提にやっております、ということでしたので、

それをどのように確保しているかということを確かめたくて、いわゆる単独での評価とい

うことのあり方ですね。 

 単独の人の評価によって、それを集積したものではないと。あくまでも規制委員会とし

て、様々な議論の中で、委員同士で行っているということですね。 

○ 原子力規制庁西村地域原子力規制総括調整官（福井担当） 

 はい。まず、今申し上げたチームというのは、職員も複数名入っていますし、委員につ

いても、委員は５名いますが、それぞれに対して説明をし、審査を行っていますので、そ

のうちの１人の誰かが判断というのではなくて、最終的には全委員から御意見をもらい、

これが適切だというところまで持ってきて、最後の許可をしております。 

○ 京都府山内副知事 

 では、次に進めたいのでまとめさせていただきますが、先ほど植村副市長からありまし

たように、放射性物質が外部へ放出したときの、いわゆる抑える対策というのは、どの程

度の効果を持っているかというのを、もう少し資料が出せるのであれば、またお願いして

おきたいと思います。そして、いよいよ色々な段階でアクシデントが起こって、それに対

して、避難計画をつくっていくという形になりますので、具体的な避難計画を説明してい

ただきたいと思います。 

 

（３）避難計画等について【京都府・内閣府】 

○ 京都府事務局 

 それでは、京都府域の避難計画につきまして、京都府事務局から御説明させていただき

ます。 

 資料の３－１です。広域避難要領とありますが、これは高浜、大飯の発電所のＵＰＺの

住民が避難する際の避難先あるいは避難方法、そして避難退域時検査場所などを定めてい

るものでして、大飯発電所の避難、広域避難設備といたしましては、３の（１）に記載し

ておりますとおり、府内の避難先に加え、関西広域連合の支援により、府外の避難先を設

定させていただいております。 

 なお、避難先につきましては、原子力災害の状況や放射性物質の飛散の状況、あるいは

受け入れ先の準備状況、こういったものを勘案して判断をすることとしております。 
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 それから、大飯発電所で事故が発生し、放射性物質が放出された場合の防護措置ですが、

発電所が全面緊急事態、いわゆる冷却機能の喪失という状況に至った場合に、ＵＰＺ内の

住民、この場合、対象人口が８万４８１５人ということですが、まずは、屋内退避を行っ

ていただくということでございます。 

 そして、３の（２）に、避難の時期や手段を示していますが、避難が必要とされるのは、

先ほどからありましたが、実測された放射線量が毎時２０マイクロシーベルトを超過した

場合でありまして、当該区域から１週間以内に避難するということになります。また、毎

時５００マイクロシーベルトを超えるような放射線量が計測された地域につきましては、

数時間から１日以内に避難するということでございます。なお、避難手段といたしまして

は、原則としてバスということでございます。 

 次に、３－３の②でございますが、ここに広域避難の流れをお示ししています。住民の

皆さん方には、地区で指定の単位で集まっていただきまして、府が用意するバスで避難中

継所、いわゆる避難退域時検査場所に移動していただきます。そこで汚染の有無を検査し、

必要に応じて除染の作業をしていただきます。その後、住民の方は検査済証を受け取った

形で避難先までバスで移動していただくという流れでございます。 

 避難中継所の場所は（４）に記載をしております。なお、このうち、府立ゼミナールハ

ウスについては、現在調整中でございます。 

 避難所の開設・運営等につきましては、（５）に示していまして、開設期間は目安とし

まして２カ月を上限とし、特に学校が避難所となる場合には、教育上の影響も考慮し、速

やかに２次避難先を確保し、避難所の早期開所を図っていくということとしています。な

お、開設当初の避難所の運営につきましては、避難先の市町で対応いただきますが、その

後、避難元の市町、さらには避難者の自主運営と順次移行していくことになります。 

 続きまして、内閣府の資料３－２のうち、京都府域の避難にかかわるものについて、ピ

ックアップをして御説明を申し上げます。 

 ２５ページです。ここは、ＵＰＺ内の医療機関、社会福祉施設を示していまして、４７

の施設がございます。避難の際には、府の災害時要配慮者避難支援センターが１２１の受

入候補施設の中から受入施設を調整することになっています。そして、２６ページですが、

センターのマッチングするフローを示しているものです。さらに２７ページ、在宅の避難

行動要支援者につきましても、例えば介護ベッドが必要となる方については、先ほどの支

援センターが避難先を確保するということを想定してございます。 

 それから、２８ページに移りまして、学校の関係です。学校等の防護措置を示していま

して、警戒事態の段階で対策本部を設置いただき、教育委員会の指示に基づき、児童等を

保護者に引き渡すということを原則としております。引き渡しができない際には、学校で

屋内退避を行っていただき、避難の際には、職員とともに避難をし、避難先で保護者に引

き渡すというのを原則としています。それから、２９ページから３３ページでは、主な避

難経路を示しておりますので、ここはもう説明は割愛させていただきます。 
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 次に３５ページですが、輸送能力の確保方策を示しています。バスでの避難ということ

を原則としておりまして、まず京都府のバス協会を通じまして、府内でバスの確保を行い

ます。それでも不足する場合には、関西広域連合に要請しまして関西レベルで調達をする。

それでもなお不足する場合には、国、国交省が事業者に要請して、輸送能力を確保すると

いう三段構えで調達をしてまいります。 

 ＵＰＺ内の避難につきましては、京都府ではバス避難ということですが、この場合、仮

にＵＰＺ８万５０００人の７５％がバスで避難というように想定した場合に、バスの避難

者は６万４０００人になりまして、バスの定員４５名としますと、計算して１４１７台の

バスが必要となります。また、仮に全員がバスで避難ということになりますと、１８８８

台という数字が出てきます。ちなみに、府内のバスの場合、府内にあるバスは乗合も含め

まして２２９８台ありますし、また近畿府県だけで、全体を合わせますと、１万３０００

台という数字になってございまして、この中から調達をしていくことを想定しています。 

 続きまして３８ページには、モニタリングの体制を示しています。大飯発電所のＵＰＺ

内には１００カ所のモニタリングの測定局がございまして、このうち府域には京都府が設

置しているものが３０台、関西電力が設置しているものが２台ありまして、２４時間体制

で監視をしています。このほかに、可搬型のモニタリングポストが５台ありますし、モニ

タリングカーも４台を備えていることでございます。 

 次に４０ページです。ここは、安定ヨウ素剤の配付方法をお示ししています。緊急配付

に備えまして、府内５３カ所に分散備蓄をしております。服用の指示があれば、一時集結

場所等に搬送しまして、そこで緊急配付をするということを想定しています。なお、服用

のタイミングについては、規制委員会で御判断されます。 

 次に４１ページです。先ほど御説明させていただきました、避難退域時検査場所を記載

しています。さらに４２ページは、先ほど御説明いたしました避難退域時検査の作業の流

れということです。 

 このほかの事項につきましては、府県域をまたぐ調整事項になりますので、内閣府から

御説明をお願いしたいと思います。 

○ 内閣府高畑地域原子力防災推進官 

 まず、資料３－２の１ページですが、本日は４つの項目について説明をさせていただき

ます。 

 ２ページをお願いします。私どもの組織、内閣府原子力防災の組織です。 

 ３ページをお願いします。内閣府の原子力防災ですが、地域の原子力防災体制の取組に

係る業務等を強化するために、平成２６年１０月に発足させていただきまして、現在、約

７０名の職員で業務をやっております。 

 ４ページをお願いします。具体的には、３つの大きな柱の業務に取り組んでおりまして、

１つ目としましては、自治体の地域防災計画、避難計画の実施に向けた業務でありまして、

自治体と密接に連携して、一体的な取組みをしております。 
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 ２つ目が関係道府県への財政的支援でございます。自治体が行う放射線測定のための機

器や、住民広報、放射線防護対策施設の設置等の支援をしています。 

 ３つ目が訓練や研修の実施です。避難計画の検証のため、国として原子力総合防災訓練

を実施するとともに、道府県が行う訓練の支援を行っております。 

 ５ページをお願いします。地域防災計画や避難計画に関する国の支援体制です。まず国

において、防災基本計画、原子力災害対策指針を策定しておりまして、御承知のことかと

思いますが、これらを踏まえまして、県、市町村において地域防災計画、避難計画を作成

いただいております。こうした自治体の計画の策定について、内閣府が中心になって、取

組の支援をしています。具体的には、国の関係省庁と関係自治体で構成されています、地

域原子力防災協議会において、緊急時対応等のチェックといった支援をさせていただいて

います。 

 ７ページをお願いします。原子力災害時における国の対応体制です。万一、原子力災害

が発生し、全面緊急事態となった場合には、内閣総理大臣を長とする、原子力災害対策本

部を立ち上げ、現地では福井県大飯町にあるオフサイトセンターにおいて、内閣府副大臣

を本部長とする原子力災害現地対策本部を設置いたします。このオフサイトセンターを拠

点にしまして、自治体等の組織も含めまして、国及び関係自治体が一体となって連携して、

住民等が避難する対策に当たることになります。 

 ９ページをお願いします。原子力災害時におきましては、国、自治体、オフサイトセン

ター、関係機関等の間の連絡体制を確保するため、一般回線が不通になっても使える専用

回線を用意しておきまして、さらに専用回線が不通の場合は衛星回線を使うなど、通信手

段の多様化を図ってございます。 

 11 ページをお願いします。地域レベルで対応が困難な場合には、関係府県、市町からの

要請を受けまして、政府を挙げて、全国規模で自衛隊等の組織による支援を実施いたしま

す。なお、関係自治体からの様々な要請に対し、国として実動部隊の協力、民間事業者の

協力、及び情報提供のあり方の３つの分科会を設置しまして、今月、７月にまとまったと

ころでございます。その中で、実動部隊の協力の中において、組織の具体的な活動例を記

してございます。 

 12 ページをお願いします。万が一、自然災害のときに、策定している避難計画どおりに

避難ができない場合に備えまして、あらかじめ避難計画において、ヘリポート適地等を設

定していることとしており、不測の事態には関係自治体からの要請によりまして、自衛隊

等の実動組織が支援を実施することとしてございます。 

 13 ページをお願いします。こちらは、実動組織により想定される具体的な活動事例にな

ります。 

 16 ページをお願いします。地域防災計画等の充実に向けた取組として、大飯地域の状況

です。大飯地域の避難計画を含む緊急時対応につきましては、関係府県、関係市町等で構

成した大飯地域分科会を設定しまして、これまで現在にわたり、１３回開催を重ねてきた
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ところでございます。 

 17 ページをお願いします。原子力災害対策重点区域についてです。原子力災害対策指針

に基づき、原子力発電所から概ね半径５キロ圏内は、放射性物質の放出される前の段階か

ら予防的に避難等を行う区域としてＰＡＺとしています。また、原子力発電所から概ね半

径５キロから３０キロ圏内は事態の状況に応じまして、予防的な措置である屋内退避等を

行い、さらに必要に応じ段階的に避難、或いは一時移転を行う区域としてＵＰＺとしてい

ます。 

 18 ページをお願いします。原子力災害対策指針における緊急防護措置でございます。先

のページで説明しましたとおり、ＵＰＺの地域ごとに、原子力発電所の状況を見まして、

警戒事態、施設敷地緊急事態、全面緊急事態の３つの各段階に応じまして、とるべき防護

措置を示しています。ポイントとしましては、ＰＡＺでは施設敷地緊急事態で、要配慮者

につきましては避難を開始します。また、一般住民の方は避難を準備し、全面緊急事態に

なりましたら避難を開始いたします。ＵＰＺでは、全面緊急事態になった場合には、これ

は屋内退避をすることになります。これらは、いずれも放射性物質が放出される前の措置

でございます。 

 19 ページをお願いします。こちらは万が一、さらに事態が進展しまして、放射性物質の

放出に至った場合でございます。万が一、放射性物質の放出に至った場合には、緊急時モ

ニタリング結果に基づき、区域を特定し、原子力災害対策本部の指示を受けまして、防護

措置を実施いたします。 

 20 ページをお願いします。今申し上げた指針に基づき、各関係自治体とともに、これま

で検討を重ねてきた大飯地域の緊急時対応の主要項目になります。 

 21 ページをお願いします。こちらは、大飯地域の原子力災害対策重点区域の概要です。

大飯地域につきましては、ＰＡＺが福井県の約１０００人、ＵＰＺが京都府、福井県、滋

賀県の３府県にまたがりまして、計約１５万８０００人の方がいます。御承知かと思いま

すが、京都府のＵＰＺにつきましては、京都市、舞鶴市、綾部市、南丹市、京丹波町の４

市１町となってございます。 

 22ページをお願いします。こちらがＵＰＺそれぞれの市町の詳細を載せています。 

 以降、23 ページから 42 ページまでにつきましては、先ほどの京都府の説明と重なると

ころがありますので、割愛をさせていただければと思います。 

 44 ページをお願いします。昨年８月に、高浜地域の緊急時対応に基づいた訓練を３府県

合同で行っており、その教訓事項を基に、高浜地域の緊急時対応の改定作業を行っており

ますが、この大飯地域の緊急時対応にも活かしていくというものです。５つございますが、

まず１つ目として、地震による家屋等の倒壊等により、屋内退避が困難な場合の対策にな

ります。地震の発生により、屋内退避が困難な場合には、人命の安全確保の観点から、Ｕ

ＰＺ内の別の指定避難所等やあらかじめ定められているＵＰＺ外の避難先への避難を行う

ということになります。 
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 次に、観光客や登山客等の一時滞在者への情報伝達の手段や体制等の具体化でございま

す。ＰＡＺ及びＵＰＺ内で、府内の観光客や登山客等の一時滞在者に対しまして、警戒事

態の段階で帰宅等の呼びかけをし、情報伝達の手段や体制を具体化いたします。 

 なお、１つ目の改定項目案として説明しました、複合災害による屋内退避が困難な場合

の避難につきましては、先ほど説明いたしました、国が取りまとめた分科会の報告書の中

の情報提供のあり方において詳細を示してございます。 

 45 ページをお願いします。３つ目が半島部や中山間地において、自然災害等により、住

民等が孤立した際、避難体制が整うまで退避場所として、放射線防護対策設備以外の屋内

退避施設を活用するというものです。さらに、ＵＰＺ内における一時移転等の際の車両の

確保策を明記いたします。ＵＰＺ内の住民は、全員一時移転等を実施すると仮定した上で、

必要となる車両の台数及び府県外の車両の保有台数を把握しまして、十分足りていること

を確認しております。さらに、それでも不足するような場合につきましては、府県タクシ

ー協会に所属するタクシーを確保することといたします。 

 最後に、気象庁の特別警報等発令時には無理に避難せず、屋内退避を優先することとし

ます。天候が回復するなど、安全が確保できた場合に避難をすることになります。この場

合につきましても、先ほどお話ししました分科会の情報提供のあり方において詳細を示し

ています。 

 46 ページをお願いします。このように、大飯地域の緊急事態につきましては、福井エリ

ア地域原子力防災協議会等を通じて、国と関係自治体が一体となり、引き続き計画の充

実・強化等を目指してございます。 

 緊急時対応につきましては、完璧はございません。したがいまして、ＰＤＣＡ、訓練を

通じて、また教訓を得て改善し、さらに実効性を高めるのが重要と考えてございます。 

 以上、簡単ですが、内閣府からの説明でございます。 

○ 京都府山内副知事 

 避難計画につきましては、内容を説明していただきましたが、高浜でも経験があります

ので、概略はわかっているつもりです。そのときに、内閣府に対し色々とお願いを申し上

げていることがあったと思いますけれども、例えば計画をつくって、タクシーやバスの確

保ができたとして、その運転手さんは一体どうなるのかといった問題がありますよという

ことをずっと申し上げてきましたし、また、我々は自衛隊と懇談会を行っておりましても、

なかなか実動部隊の自衛隊の運転手さんも簡単には出ていただけない。やはりきちっとし

た指揮命令系統がないと出られないとおっしゃっていましたので、そういったことを国で

きちっとした検討をしていただくということが非常に大事かと思っています。とりわけ内

閣府におかれましては、この計画の実質化を図るという観点から、そういった指揮命令系

統を国で担っていただけるかの検討をぜひお願いしたいと思います。 

 それから、避難退域時検査場所がたくさん出てまいります。そうしますと、検査場所で

実際訓練をやってみますと、自衛隊の力が相当必要になってきます。実際問題、福井で事
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故が起こって、福井から避難者が来る、そういった中で、検査場所を通らないという避難

はできないということですから、これは非常に大きな関門になりかねないということを申

し上げまして、検査場所を円滑に通過させるための体制をぜひつくっていただきたい。そ

うじゃないと、絵に描いた餅になりますので、ぜひともお願いしたいと思っている次第で

す。 

 それから、海上保安庁等の船舶を活用し、海上から逃げようと思ったら、波が高くて乗

れない。では、ヘリコプターで助けるのか。ところが、荒天などではヘリも出ませんよと

いった、あるいは大雪が降った、あるいは大雨で警報が出ている、こういったときは一体

どうするのかといったような問題が現実的には出てきますので、さらに自然災害も原子力

災害と一緒に起こったと、こういったときに具体的にどういう手順をとって、具体的に逃

がしていくのかといった対応についても、本当に真剣に考えていかないと、現場は相当混

乱しますよということを申し上げておきます。ぜひとも国においての対応能力の向上、そ

して実際に避難計画を実行しようとしたときのバス等の運転手の確保の問題、具体的な問

題等を国においても対策をとっていただき、対応されるように、検討を十分深めておいて

いただいて、そして国の協議会において、具体的なこういった方策でしますよということ

をお示しいただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

 とりわけ、本日は省略してしまいましたが、29 ページからは舞鶴市からの避難、綾部市

からの避難、南丹市からの避難、京丹波町からの避難、京都市からの避難といったことが

記載されておりますが、この計画も実効性を高めていかないといけないと思っています。

本日は時間がなくなってしまいましたので、各市町にもきちっと見ていただいて、そして

こういった体制を確保するために必要な国の御支援は一体何なのかということについて、

国にも御要請と御質問があれば、文書でまた提出をさせていただきたいと思っていますの

で、よろしくお願いします。 

 前回の高浜のときも、我々相当な項目の要望書を差し上げていますので、それをまた検

討いただいて、みんなが安心して、万が一事故が起こっても何とかなるだろうと思える体

制にしていただきたいと思っている次第です。 

 

（４）原子力発電所の必要性について【資源エネルギー庁】 

○ 京都府山内副知事 

 最後に、エネルギー政策ですが、国のエネルギーミックス政策について、そんな大きな

変更はあまりないかと思いますけれども、我々もちょっと気になっていますのは、40 年以

上の１号機、２号機といった古い原発は一体これからどうされるのか、こういったものに

ついて、国は基本的にどうお考えなのかということについて、簡潔に御説明だけいただけ

ればと思いますので、基本的な考え方と、１・２号機、40 年超過原発に対する考え方につ

いて御説明ください。 

○ 資源エネルギー庁渡邉原子力政策企画調整官 
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 資料４の 26 ページをお願いします。将来の 2030 年の総発電量の電力量に占める原子力

の割合がございます。これは、原子力で 20％から 22％を想定しておりまして、これを達

成していくためには、40 年超の原子力の発電所の稼動も含めて検討するというのが政府の

方針であります。これは、資源エネルギー庁からというよりも、原子力規制庁になるかと

思いますけれども、40 年超の原発の再稼動に当たっては、現行の原発よりも非常に厳しい

規制を課していますので、安全性を第一に考えて再稼動して、2030 年のこの 20 から 22％

という原子力の比率を達成するということを目標にエネルギー政策を進めていきたいと思

います。 

○ 京都府山内副知事 

 基本的な考え方はあまり変わっていないのだろうと思いますが、心配を素朴に持ってい

ますので、またそのあたりもよく御判断をいただければと思います。 

 以上ですが、最後に一言ずつ、各首長から御発言をいただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

○ 南丹市佐々木市長 

 南丹市です。本日はありがとうございました。 

先ほどもありましたように、安全というのをより高めていく、このための施策をそれぞ

れの機関で検討いただいているというのは感謝しております。ただ、私ども、住民に寄り

添う基礎自治体というのは、やはりこの安全対策というのをいかに防災対策や避難対策に

反映していくかと。このことによって、市民の安全を確保するという責任があるわけです。 

 そういった中で、もう一方ではやはり、市民の皆様方の不安があるわけです。この不安

を解消することも我々の責務であります。こういった中で、ただいま御説明いただきまし

た内容を住民の皆さん方、国民の皆さん方により知らしめるといいますか、わかっていた

だく努力というのは、それぞれのところでさらなる努力をしていただきたいと思います。 

 私どもも、例えば、いろいろな施策を、子どもたちにわかっていただかなければならな

い場合は、小学生用のパンフレットをつくったり、また常の広報にいたしましても、広報

誌を使ったり、ホームページを使ったり、その中でも動画を使ったり、そして、私どもに

はＣＡＴＶもございますので、こういうものを活用しなからＰＲをして、御理解を深めて

いく。そして、住民の皆さん方が安心を高めていってくれると期待しておるところでござ

います。このようなことにつきましても、御努力をいただきたいと思います。 

 先ほど副知事からありましたように、原子力に関する用語が大変難しいです。例えば、

１メートルが１００センチメートルということはわかっております。しかし、先ほどもご

ざいました、１テラベクレルですか、これは、１ベクレルに比べると１兆ベクレルという

数字になるわけですね。この数字だけ見ると、大変大きいと考えるのが私どもなのです。

やはりこういったことを、いわゆる素人でもわかるような説明にも御配慮いただいた上で、

住民に、国民に理解を求めるということでお世話になりたいと思っております。その他、

さまざまな点につきましては、また文書によりましてお聞きしたいと思います。以上です。 
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○ 綾部市山﨑副市長 

 綾部市でございます。本日は、大飯発電所の安全確保対策、あるいは、安全審査等の内

容について御説明いただき、ありがとうございました。山内副知事からもお話がありまし

たように、やはり専門的なところや技術的なところという話だけでは、私どもといたしま

しても、住民の方にもわかりにくいだろうと思いますし、これをすぐに理解せよと言われ

ても、なかなかできるものではないというように思っています。そういった中で、避難の

問題ですね、これを国として考えていく、あるいは住民にしっかり説明をしていくという

ことが、やはり安全・安心確保を図っていく上で大変重要だと思っています。 

 本市においては、防災対策につきまして、高浜同様に、引き続き、積極的な御協力をお

願いしたいと思っています。 

 また、内閣府には、これまでから避難と安全対策、避難車両の確保、それから特に綾部

市におきましては、冬季の除雪対策、こういった課題解決につきまして、支援をお願いし

てきております、対応もいただいていることでございますが、やはり避難計画の実効性の

確保について、さらにしっかりと支援をお願いしたいと思っております。 

 この前、高浜発電所の３・４号機の再稼動のときに、水漏れ事故や、あるいは原子炉自

動停止、それからクレーンの倒壊事故、この３つの大きなトラブルが連続して起こったと

いう経験、これはあくまでも単純的といったら駄目なのでしょうけれども、人的なミスで

はないかなというところもございます。地域住民の信頼が大きく損なわれたところでござ

いまして、やはり慎重の上にも慎重に対応していただくように、強く要請したところでご

ざいます。この経験をやはり大飯発電所にも活かされるように、地域住民に対しまして、

安全・安心をどう担保していくか、今後も京都府、関係市町村と連携いたしまして、この

地域協議会の中で大飯発電所の安全確保対策について、しっかり確認し、そして議論して

いきたいと思っております。 

 １点だけ、これとは関係ないところがあるのですが、昨日の新聞報道によりますと、９

月に、高浜と大飯の両発電所で同時に事故が起こったことを想定した訓練が行われるとい

うことを関西電力から発表があったと聞いていますが、その訓練内容というものはどうい

うものか。また、市町村への情報伝達等が行われるのか。その内容についてお伺いしたい

と思っております。同時事故が起こったという、初の取組の訓練というように聞いており

ますので、わかる範囲で結構ですので、教えていただきたいと思います。 

○ 関西電力豊松取締役副社長執行役員・原子力事業本部長 

 訓練の時期は未定で、内容もまだ検討中ですが、今回、大飯発電所が動き出すと、高浜

発電所が動いて、大飯発電所が動いて、という状況が想定されます。したがいまして、高

浜発電所で大きな事故が起こった、大飯発電所でも大きな事故が起こった、同時に起こっ

ているときに対応できるかという訓練を検討中です。 

○ 綾部市山﨑副市長 

 ありがとうございます。また訓練されましたら、その成果というのでしょうか、それに
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かかわっていろいろな反省点も出てこようかと思いますけれども、そういった点もまたこ

ういった場で教えていただければと思っております。よろしくお願いします。 

○ 関西電力豊松取締役副社長執行役員・原子力事業本部長 

 わかりました。結果についての問題点、反省点、改善点等につきまして、機会をいただ

けましたら御説明したいと思います。 

○ 京都府山内副知事 

 その点私も聞こうと思っていたのですけれども、初めてのシミュレーションになろうか

と思いますが、両方の原発で同時に事故が起こったと想定した訓練、これについては、市

町村や京都府も一緒に参画をさせていただくことになるのでしょうか。 

○ 関西電力豊松取締役副社長執行役員・原子力事業本部長 

 現在、検討中であり、時期も未定ということで、今、私が考えている内容ということで

説明しましたが、こういうことをするということがきちんと決まりましたら御説明させて

いただきたいと思います。 

○ 舞鶴市堤副市長 

 舞鶴市です。今日はお時間をいただきまして、ありがとうございました。 

 舞鶴市は、ＵＰＺ、ＰＡＺの両方を抱えていて、大飯では、約７万３０００人の住民を

ＵＰＺに抱えているということでございまして、舞鶴市としましては、この７万３０００

人の安全・安心の確保、それから緊急時のときの避難ということに最大の責任を持つ重大

な認識を持っております。そういう点では、原子力施設の安全対策そのものは当然ですけ

れども、万が一の場合の避難時の対応というのをどのようにするかというのが、先ほども

何回かありましたが、たゆまぬ努力をして、避難計画の実効性を高めていく必要があると

思っております。京都府からも、いろいろな避難路の整備といったことも国には要望して

おりますので、ぜひその辺の実行を今後お願いしたいと思っております。 

 それからもう一点は、先ほども出ておりましたが、屋内退避、私どもも高浜発電所の関

係で、一昨年から住民説明会を市内で重ねているわけですが、１つ出てくるのが、原子炉

の専門用語と、先ほどのベクレルやシーベルトの話、テラとかありましたけれども、屋内

退避というものに対する有効性というのが非常にわかりにくいという声も聞いております

し、私どももしっかり説明ができていない部分もございます。先日、田中委員長がお越し

になりまして、私も聞かせていただいたのですが、一定の説得力は感じるのですが、もう

少し住民のレベルでもわかるような形でデータを示していただくと、屋内退避というもの

の有効性というのが、我々も説明しやすくなるのではないかと思っておりますので、ぜひ

今後、その辺の資料の改正をお願いしたいと思っております。 

 それから、先ほど副知事からもありましたけれども、舞鶴市では、高浜発電所のＰＡＺ

を持っておるわけですが、先ほど 40 年超の話が出ましたが、高浜１号機、２号機の再稼

動問題というのがありまして、これも最大の関心事ですので、ぜひこれにつきましても、

今後、協力のほどをよろしくお願いしたいと思います。以上です。 
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○ 京都市植村副市長 

 京都市でございます。先ほど質問をさせていただきましたが、ほかの皆様方も、特に専

門的な用語や考え方の説明に、当然、苦慮しているわけですけれども、私からも同じくお

願いしたいところでございます。先ほど質問させていただいた点でも同じく思うところで

すが、自治体というのは、住民が当然そこに住んで生活をしているわけでありまして、事

故が起きたときに避難をするというのは当然のことですけれども、そこからいかに自分た

ちの生活を回復していくかということが、非常に重要なことなのです。そういう意味でい

くと、どんなことが起こり得るのか、起こるときにどの程度の被害があり得て、それをど

う抑え込めるのかということを理解するのは、とても大事なことだと思います。その部分

がどうもはっきりしないんですね。風評まで含めて、後々、苦しめられるかもしれないこ

とがあるわけでありまして、そういった意味から、わかりやすさも含めて、お願いをして

いるというところでございますので、そうした我々の立ち位置ということを十分御理解い

ただきたいと思う次第です。 

○ 京丹波町畠中副町長 

 京丹波町でございます。本日様々な立場から色々と説明していただいたことをうれしく

思っているわけでございますけれども、いかなる分野でもゼロリスクは存在しない、これ

は当たり前の話であります。自動車に乗っていても、絶対安全というのはあり得ないです。

ですが、住民は、原子力の事故に対しては特別の思いがあるわけです。実際、福島の大災

害を目の当たりにしているわけでありますから、なかなかそこの部分については、不安を

払拭し切れないということがあるだけ、一層の対応が迫られているであろうと、あるいは

説明が迫られるであろうと思っているところでございます。 

 私のところはＵＰＺでございますけれども、それは屋内退避でも可能だということを聞

いて、私は少し、胸をなでおろしているところですけれども、今も植村副市長なり山内副

知事がおっしゃったように、私たちは避難する場合に、どの段階でどのように、常に冷静

沈着に判断し行動しなければならないわけですけれども、どの段階でどのように私どもが

判断し、住民に対して指示をしていくかというところが、まだまだ見えてないということ

がありますので、そういったところの根本的というのでしょうか、そういったところをわ

かりやすく、もう少し説明していただくようなことがあれば、大変うれしいかなという思

いがございます。 

 それに、具体的に私たちが住民から要望を受けているのは、一部地域で、避難路が１本

しかない府道があるわけですけれども、これが詰まってしまうとどうしようもない、逃げ

場がないというところで、間道をつくってくれということで、具体的に今年から調査しよ

うかなという思いがございます。しかし、それにしても、大変財源措置が厳しいものがあ

りますから、そういったところも何かこう、御援助を受けられないかなという思いがあり

ますし、また、この可搬式のモニタリングポストというところで、京都府のほうでもお考

えいただいていますけれども、一部の地域では、固定式のもので、本当にこの数値がいつ



 - 30 - 

も見えるという部分で安心していきたいということで、固定式のモニタリングポストがお

願いできないかという強い要望があります。そういったことも、やはり安心・安全のため

に、ぜひ考えていかなければならないし、そのための財源措置もよろしくお願いしたいと

思っているわけでございます。 

 それともう一つ、大変素人的で申しわけないですけれども、地震とかテロとか、あるい

は津波とか、あるいは外的な要因による事故など様々なものについて、本日は説明の大勢

を占めていたわけでございますけれども、40 年をさらに延長するといった部分での、原子

炉などの金属疲労による劣化による事故、あるいはその他、機器の劣化、これももちろん

取り替えするということをされているでしょうけれども、そういったところは本当に大丈

夫なのかといったところの素朴な疑問が、住民にはあろうかと思うんですね。原子炉その

ものは 60 年ももつのかということがありますから、そういったことも住民には説明する

必要があろうと思っております。以上です。 

○ 京都府山内副知事 

 本日は大変お忙しい中、大変貴重な時間をいただきまして、国からも皆さんおいでいた

だきましてありがとうございます。これからやっていかないといけないというのは、住民

の様々な感覚を踏まえて、避難計画の実質化を図っていかなければいけませんので、また

これからも十分議論させていただきながら、とりわけ本日出た御意見も踏まえて、文書で

もまとめてお出しをさせていただきながら、担当の皆さんと意見交換をしながら、よりよ

いものをつくっていきたいと思います。本日はありがとうございました。 

                                      以上 

 

 


